
申告相談日程表
会場：研修センター２階（御前崎市役所西側）
時間：８時30分～15時（11時30分～13時は受け付けません）

対象地区 相談日 対象地区

新野地区 ２月16日㈮ 女岩区
19日㈪ 広沢区

東　町 
本　町 
早苗町

20日㈫ 新谷区21日㈬
22日㈭ 薄原区

中　町
大　山

23日㈮ 中原区
26日㈪ 白羽区27日㈫

高松地区 28日㈬ 白浜区
３月１日㈭ 新神子区

佐倉一区
佐倉三区

２日㈮ 上岬区
５日㈪ 下岬区

佐倉二区
桜ケ池

６日㈫ 大山区７日㈬

比木地区 ８日㈭ 西側区
９日㈮

全地区朝比奈地区 12日㈪
13日㈫

全地区 14日㈬
15日㈭

【会場駐車場について】申告期間中、研修センター前駐車場は
大変混雑します。市役所南側駐車場をご利用ください。

掛
川
税
務
署 

確
定
申
告
会
場
の
ご
案
内

　
平
成
29
年
分
の
所
得
税
、
個
人
事
業

者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
、
贈

与
税
の
申
告
会
場
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◎
場
所　
Ｊ
Ａ
掛
川
市
茶
業
研
修
セ
ン

タ
ー（
掛
川
市
千
羽
６
０
９
の
１
）

◎
期
間　
２
月
16
日
㈮
～
3
月
15
日
㈭

※
土
、
日
は
除
き
ま
す
。
ま
た
、２
月

9
日
㈮
～
2
月
15
日
㈭
の
期
間
に
事

前
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

◎
時
間　
9
時
～
17
時（
受
付
16
時
ま
で
）

　
会
場
の
混
雑
の
状
況
に
よ
り
、
受
付

を
早
め
に
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、期
間
中
、掛
川
税
務
署
で
は
、

申
告
相
談
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

事
前
説
明
会
の
ご
案
内

　
平
成
29
年
中
に
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を

利
用
し
て
マ
イ
ホ
ー
ム
を
取
得（
新
築

ま
た
は
購
入
）さ
れ「
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
」
を
受
け
る
人
、
医
療
費
控
除

や
年
金
所
得
な
ど
の
還
付
申
告
を
受
け

る
人
を
対
象
に
事
前
に
、
確
定
申
告
書

の
作
成
方
法
を
説
明
し
ま
す
。

◎
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
持
ち
物

○
住
民
票
の
写
し（
個
人
番
号
の
記
載

不
要
）○
家
屋
の
登
記
事
項
証
明
書（
原

本
）○
工
事
請
負
契
約
書（
写
）・売
買
契

約
書（
写
）○
住
宅
ロ
ー
ン
の
年
末
残
高

証
明
書
○
国
・地
方
公
共
団
体
か
ら
補

助
金
な
ど
を
受
け
た
場
合
、
そ
の
補
助

金
な
ど
の
金
額
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

▼
借
入
金
で
家
屋
と
そ
の
家
屋
の
敷
地

を
併
せ
て
取
得
し
た
人 

①
敷
地
の
登

記
事
項
証
明
書（
原
本
）②
敷
地
の
売
買

契
約
書（
写
）③
敷
地
に
係
る
借
入
金
の

年
末
残
高
証
明
書

▼
認
定
長
期
優
良
住
宅
を
取
得
さ
れ
た

人
①
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
認

定
通
知
書（
写
）②
住
宅
用
家
屋
証
明
書

（
写
）ま
た
は
、
認
定
長
期
優
良
住
宅
建

築
証
明
書

※
そ
の
他
、
右
ペ
ー
ジ
の「
確
定
申
告
に

必
要
な
物
」を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

掛川税務署からのお知らせ 照会　掛川税務署 ☎０５３７�５１４１
※自動音声に従ってください。

申告、納税期限
▼所得税、贈与税
　平成30年
　３月15日㈭まで

▼消費税、地方消費税
　平成30年
　４月２日㈪まで

所得税の確定申告書は� �
国税庁ホームページで作成できます！
　国税庁のホームページ（www.nta.go.jp）の「確定申
告書等作成コーナー」を利用すれば・・・
１. 税務署に出向く必要なし！（作成した申告書など

は、自宅のパソコンから e-Tax で送信することが
できます。また、印刷して郵送などにより税務署
に提出することもできます。申告期間中は、休日
も含め24時間いつでも利用できます。）

２. 正確な申告書が作成できる！（画面の案内に従っ
て金額などを入力するだけで、自動計算されます）

※市の申告会場でも、e-Tax による電子申告を実施し
ますのでご利用ください。

◎作成した申告書の郵送先　
　〒436-8652　掛川税務署あて ( 所在地記載不要 )

医療費控除は領収書が提出不要です
　平成29年分の確定申告から、領収書の代わりに「医
療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
※医療費の領収書は、自宅で５年間保存してください。
※健康保険組合などが発行する医療費通知（医療費のお

知らせ）を添付すると、明細の記入を省略できます。

●セルフメディケーション税制が創設されました
　医療費控除の特例に関する制度です。詳細は掛川
税務署へお問い合わせください。

ＪＡ掛川市
茶業研修センター

千羽ＩＣ掛川バイパス

千羽交差点
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〈開催場所位置図〉
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